
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

加

藤

誠

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
条
例
第
二
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
非
常
勤
職
員
）

第
二
条

（
略
）

一

（
略
）

イ

そ
の
養
育
す
る
子
（
地
方
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
歳
六

か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六
か
月

到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
三
条
の
二
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（

任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び

引
き
続
い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職

（
以
下
「
特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
採
用

さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤

職
員

ロ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
条
例
第
十
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
）

第
十
条

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

（
条
例
第
二
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
非
常
勤
職
員
）

第
二
条

（
略
）

一

（
略
）

イ

任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「

特
定
職
」
と
い
う
。
）
に
引
き
続
き
在
職

し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職

員
ロ

そ
の
養
育
す
る
子
（
地
方
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法

律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
歳
六

か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六
か
月

到
達
日
」
と
い
う
。
）
（
第
三
条
の
二
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二

歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（

任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

更
新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び

特
定
職
に
引
き
続
き
採
用
さ
れ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員

ハ

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
条
例
第
十
三
条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
職
員
）

第
十
条

（
略
）

一

特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一

年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員

二

（
略
）

三

（
略
）

附

則

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


